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目的 

国家の最高法規である日本国憲法の学修を通じて、 統治機構や人権保障のあり方を学び、自由

民主主義社会の一員として必須の憲法上の概念や歴史的経緯を知識として身につける。栄養教

員に不可欠な人権についての理解を深める。また、授業内容の定着をはかるため適宜グループワ

ークを行う予定である。 

到達目標 

・ 定期試験で、日本国憲法の個別条文について問われた問題に６割以上正答できる。 

・ 定期試験で、日本国憲法の理念と歴史的経緯について問われた問題に６割以上正答できる。 

・ 定期試験で、人権について問われた問題に６割以上正答できる。 

予復習 

毎回グループワークを行い授業の定着をはかる。グループワークに関連した課題を用意するので

各自で準備を進め、授業に参加し、毎回の復習をすること。 

教科書 

樋口陽一『憲法入門（五訂）』勁草書房／内山奈月・南野森『憲法主義』ＰＨＰ研究所 

成績評価 

期末試験（５０％）、グループワーク（５０％）の合計 

毎回の出席は授業開始時に確認する。授業中の私語は厳禁する。 

授業計画 

１．憲法から見た「東西」と「南北」（4 月 8 日） 

２．日本の近代にとって「憲法」とは（4 月 15 日） 

３．なぜ「国民主権」なのか（4 月 22 日） 

４．なぜ「平和のうちに生存する権利」なのか（5月 13 日） 

５．なぜ「人権」なのか（5月 20 日） 

６．政治的権力からの人権と社会的権力からの人権（5月 27 日） 

７．思想・信仰と教育（6 月 3 日） 

８．表現の自由（6月 10 日） 

９．経済的自由と社会権（6月 17 日） 

１０．選挙権と代表（6 月 24 日） 

１１．中央の政治と地方の政治（7月 1日） 

１２．公正な裁判と裁判の独立（7月 8日） 

１３．違憲審査の積極主義と消極主義（7 月 15 日） 

１４．憲法改正と憲法擁護義務（7月 22 日） 

１５．戦後日本の憲法体験（7 月 29 日） 
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